
「消費者力」育成・強化ワーキングチーム取りまとめ（概要）
○ 「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」等において、消費者被害の未然防止のための消費者教育の取組強化の指摘
○ 幅広い世代を対象に、被害防止に必要な実践的な消費者力を育成・強化し、消費者市民社会の構築を図ることを目的
とする新たな教材を開発するため、今必要とされる「消費者力」とそれを身に付けるための効果的な教材の在り方や普及の
方策等について整理。本取りまとめを踏まえ、令和５年度中に新たな教材を開発。

消費者教育推進会議

「消費者力」の整理
○ 悪質商法による消費者被害の未然防止という
観点から、以下のとおり整理。

効果的な教材・方策
○教材の対象
・中高生及び大学生を含む「若年層」、一般及び保護者の観点から
の「社会人」、見守りの関係者を含む「高齢者」を対象。

○教材の構成
・ 総論として、「消費者力」の概要とその必要性を解説したものを準備し、
各論として、具体的なトラブル事例を扱い、消費者が議論やシミュレー
ションをしながら「消費者力」を身に付ける教材を用意。
・ 体験型教材は、「断る力」、「相談する力」を念頭に、メタバースやVRの
活用も検討しつつ、消費者がより自分事化できるよう、登場人物の立場
に立ってシミュレートやロールプレイングできること、自発的な参加による双
方向のやり取りができることを意識。
・ 「自学」や「自習」ができる教材の工夫、授業や講座向けに補助的な冊
子教材やワークシート、講師用の解説書等も用意。

○活用してもらう方策
・ 対象世代ごとに、活用の場面を具体的に想定。普及のため、関係省
庁や地方公共団体、関係団体、事業者等との連携が不可欠。

○ 「消費者力」はより幅広い分野を含むものであり、消費者教育が目指す消費者市民社会の形成に向けた教材の工夫も
非常に重要。 「消費者力」、「消費者市民社会」に関しては、今後も継続的に議論・検討を行っていく必要。

○ 教材についての議論・検討の成果を踏まえ、改善や補完し、関係省庁等と連携していくことが望まれる。

今後の課題

気づく力
（批判的思考力）

相談する力

断る力

気づく力

自身が実践する力 周囲をサポートする力

働きかける力
（相談を勧める等）

消費者市民社会の構築

社会へ働きかける力
（参画・協働）
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